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1　家族法の理念と背景

（①　　	　）には家族に関する法律の理念が定められており，現行の（②　　	　）でも重視される。
◎憲法第（③　　	　）条2項
配偶者の選択，財産権，相続，住居の選定，離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，
（④　　	　）と（⑤　　	　）に立脚して，制定されなければならない。
旧民法（明治民法）の理念は，（⑥　　	　）にもとづいていたが，1947年の民法改正において
（⑦　　	　）が改定されたことにより，「家」制度は廃止された。

■旧民法（明治民法）と現行民法の比較




項目
旧民法（明治民法）
現行民法
施行
1898年
1948年（改正は1947年）
理念
「（　⑧　	）」の繁栄，存続（（　⑨　	）の権限強，（　⑩　	））
（　⑪　	），
（　⑫　	）
結婚
（　⑬　	）の同意が必要
男性30歳，女性25歳まで親の同意
（　⑭　	）の合意のみ

夫婦
（　⑮　	）は夫のみ
同姓（（　⑯　	）の姓）
権利・義務は（　⑰　	）
同姓（（　⑱　	）の姓）
親子
子の（　⑲　	）は原則（　⑳　	）のみ
父母の（　㉑　	）
相続
（　㉒　	）（男子優先）
配偶者，子は（㉓　　	　）








２　時代に応じた民法改正
民法改正の背景には，
・社会・経済の変化への（　㉔　	），人々の（　㉕　		）の変化がある。
・（　㉖　		）の廃止　→（　㉗　	）への対応
・女性の（　㉘　	）の引き上げ　→（　㉙　	）平等
民法には離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とする（　㉚　	）があった。
（　㉛　	）の多くは，前夫の子となることを望まない母親が（　㉜　	）を出さなかったことが原因と考えられる。このため2022年民法が改正され，（㉝　　	　）に生まれた子どもの父親は，その時の夫と改められた。
内容
改正前
改正後
婚内子・婚外子の相続分
婚外子は婚内子の（　㉞　		）
（　㉟　		）
婚姻最低年齢
男満18歳，女満（　㊱　	）歳
男女とも満（　㊲　	）歳
再婚禁止期間
女性のみ100日
（　㊳　		）






３　家族に関する法律

（１）夫婦に関する法律
結婚
・結婚には，（㊴　	　）の合意が必要。（日本国憲法第24条）
・結婚は（㊵　	　）により法律上成立する。（民法第739条）　・夫婦（㊶　	　）。（民法第750条）
・夫婦は，（㊷　　	　）・（㊸　　	　）・（㊹　　	　）の義務を負う。（民法第752条）
・夫婦の財産は，各自が財産を所有する（㊺　　	　）をとる。（民法第762条）
離婚協議離婚
夫婦の（㊻　　	　）にもとづく離婚で，最も多い。
調停・
審判離婚
（㊼　　	　）での（㊽　　	　）の結果，合意した離婚を（㊾　　	　）という。合意に達しない場合，家庭裁判所の（　㊿　	　） による離婚を（　　	　）という。
裁判離婚
審判離婚が成立せず，民法上の原因（第770条）がある時，家庭裁判所に離婚の訴えを
（　　		）し，訴訟手続の結果，成立する離婚。







・未成年の子がいる場合には，（　　		）を決める必要がある。
・（　　		），夫婦や子の（　　		）が問題になることもある。
従来，離婚の原因をつくった者からの請求は認められなかった（（　　	））。
近年は，子や相手が著しく不利な状況に置かれない場合には，客観的に夫婦関係が破綻している時は離婚を認める方向にある（（　　	））。
（２）親子に関する法律
親子関係は，民法上，
・血縁による（　　	）関係と養子縁組による（　　	）関係に分けられる。
・実親子関係の子を（　　		），法定親子関係の子を（　　	）と呼ぶ。
・実子のうち，法律婚の両親の間に生まれた子を（　　　　	），それ以外の子を（　　　　）と呼ぶ。
・未成年の子に対し，原則として父母は（　　		）となる。
・虐待などが見られる場合は，親権者でも親権を（　　		）することがある。
・実子のうち，婚外子の親権は，（　　	）のみである。
（３）扶養に関する法律
・（　　		）による扶養と（　　		）による扶養がある。
・夫婦の他，（　　		）と兄弟姉妹は互いに（　　	）がある。
（４）相続に関する法律
・相続は，（　　	　）のある場合はそれを優先し，ない場合は（　　		）となる。
・財産の一定割合は遺言でも自由にできない（　　		）がある。
